
議案第６１号

向日市手数料条例の一部改正について

向日市手数料条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年８月２７日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市手数料条例の一部を改正する条例

（向日市手数料条例の一部改正）

第１条 向日市手数料条例（平成１２年条例第１号）の一部を次の

ように改正する。

別表１中「

住民基本台帳法に １件につき５００円

基づく住民基本台

帳カードの交付

」を

「

住民基本台帳法に １件につき５００円

基づく住民基本台

帳カードの交付

行政手続における １件につき５００円

特定の個人を識別

するための番号の

利用等に関する法

律（平成２５年法

律第２７号）に基

づく通知カードの

再交付

」に改める。

第２条 向日市手数料条例の一部を次のように改正する。

別表１中「

住民基本台帳法に １件につき５００円

基づく住民基本台

帳カードの交付

行政手続における １件につき５００円
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特定の個人を識別

するための番号の

利用等に関する法

律（平成２５年法

律２７号）に基づ

く通知カードの再

交付

」を

「

行政手続における １件につき５００円

特定の個人を識別

するための番号の

利用等に関する法

律（平成２５年法

律第２７号）に基

づく通知カードの

再交付

行政手続における １件につき８００円

特定の個人を識別

するための番号の

利用等に関する法

律に基づく個人番

号カードの再交付

」に改める。

附 則

この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の

規定は平成２８年１月１日から施行する。
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〈参 考〉

向 日 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 （ 第 １ 条 関 係 ）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

別表１ 別表１

徴収する事務 金額 徴収する事務 金額

略 略

住民基本台帳法に基づく住民 １件につき500円 住民基本台帳法に基づく住民 １件につき500円
基本台帳カードの交付 基本台帳カードの交付

行政手続における特定の個人 １件につき500円 略
を識別するための番号の利用
等に関する法律（平成２５年
法律第２７号）に基づく通知
カードの再交付

略

向 日 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 （ 第 ２ 条 関 係 ）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

別表１ 別表１

徴収する事務 金額 徴収する事務 金額

略 略

行政手続における特定の個人 １件につき500円 住民基本台帳法に基づく住民 １件につき500円
を識別するための番号の利用 基本台帳カードの交付
等に関する法律（平成２５年
法律第２７号）に基づく通知
カードの再交付

行政手続における特定の個人 １件につき800円 行政手続における特定の個人 １件につき500円
を識別するための番号の利用 を識別するための番号の利用
等に関する法律（平成２５年 等に関する法律（平成２５年
法律第２７号）に基づく個人 法律第２７号）に基づく通知
番号カードの再交付 カードの再交付

略 略


